
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

二

六

一

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
六
一
号

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
年
金
記
録
検
証
事
務
は
、
社
会
保
険
庁
が
、
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
か
ら
サ
ン
プ
ル
調
査
の
依
頼
を
受
け

、
国
民
年
金
等
に
関
し
て
届
出
が
な
さ
れ
た
内
容
に
係
る
住
民
の
居
住
関
係
の
確
認
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
基

本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
第
七
十
三
の
項
、
第
七
十
四
の
項
及
び
第
七
十
七
の
項
に
基
づ

く
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令

第
十
三
号
。
以
下
「
別
表
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
七
十
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
七
十
七
項
第
一
号
及
び
第
二

号
並
び
に
第
八
十
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
保
険
庁
か
ら
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
に

提
供
さ
れ
た
情
報
と
は
、
御
指
摘
の
記
録
と
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
。

）
と
の
突
合
の
結
果
を
解
析
し
た
結
果
判
明
し
た
生
存
者
数
等
で
あ
り
、
本
人
確
認
情
報
を
情
報
提
供
し
た
も
の
で
は
な
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
五
、
〇
〇
〇
万
件
の
基
礎
年
金
番
号
へ
の
未
統
合
記
録
」
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て
住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人

確
認
情
報
と
照
合
し
た
件
数
は
、
か
な
氏
名
に
よ
る
照
合
が
五
千
六
百
五
十
四
件
、
漢
字
氏
名
に
よ
る
照
合
が
二
千
七
百
十

一



八
件
の
合
計
八
千
三
百
七
十
二
件
で
あ
り
、
実
際
に
突
合
で
き
て
生
存
状
況
を
把
握
で
き
た
件
数
は
二
千
六
百
三
十
八
件
、

そ
の
本
人
確
認
情
報
提
供
手
数
料
は
二
万
六
千
三
百
八
十
円
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
一
、
四
三
〇
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
厚
生
年
金
記
録
」
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て
住
基
ネ

ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
と
照
合
し
た
件
数
は
、
漢
字
氏
名
に
よ
る
照
合
の
み
で
二
千
三
百
七
十
六
件
で
あ
り
、
実
際
に
突
合

で
き
て
生
存
状
況
を
把
握
で
き
た
件
数
は
百
十
件
、
そ
の
本
人
確
認
情
報
提
供
手
数
料
は
千
百
円
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
御
指
摘
の
「
三
六
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
船
員
保
険
記
録
」
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て
住
基
ネ
ッ
ト

の
本
人
確
認
情
報
と
照
合
し
た
件
数
は
、
漢
字
氏
名
に
よ
る
照
合
の
み
で
五
百
八
十
三
件
で
あ
り
、
実
際
に
突
合
で
き
て
生

存
状
況
を
把
握
で
き
た
件
数
は
十
四
件
、
そ
の
本
人
確
認
情
報
提
供
手
数
料
は
百
四
十
円
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
及
び
（
�
）
つ
い
て

氏
名
の
う
ち
、
漢
字
に
付
さ
れ
た
ふ
り
が
な
に
つ
い
て
は
、
氏
名
の
一
部
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
お
い
て

も
氏
名
の
検
索
な
ど
住
民
情
報
の
整
理
の
た
め
に
活
用
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
よ
う
に
清
濁
音
等
の
取
扱
い
が
市
町
村
間
で

異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
氏
名
と
い
う
性
格
上
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
住
基
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の

運
用
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
対
応
が
な
さ
れ
て
お
り
、
シ
ス
テ
ム
の
設
計
の
ミ
ス
と
は
考
え
て
い
な

二



い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
各
都
道
府
県
の
旅
券
担
当
課
長
に
対
し
、
旅
券
の
申
請
に
際
し
て
、
申
請
者
の
住
民
基
本
台
帳
上
の
氏
名
の

ふ
り
が
な
と
当
該
申
請
者
が
自
己
の
氏
名
の
ふ
り
が
な
と
し
て
旅
券
発
給
申
請
書
に
記
載
し
た
も
の
と
が
一
致
し
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
事
務
の
一
環
と
し
て
、
申
請
者
に
対
し
て
そ
の
旨
指
摘
す
る
よ
う
文
書
（
平
成
十
五
年
四
月
三
日

付
け
外
務
省
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
旅
券
課
企
画
官
発
都
道
府
県
旅
券
事
務
主
管
課
長
あ
て
事
務
連
絡
）
で
依
頼
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
住
民
か
ら
ふ
り
が
な
の
訂
正
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
住

民
基
本
台
帳
を
訂
正
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
東
京
都
も
現
在
は
こ
れ
に
従
っ
て
対
応
し
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
五
、
〇
〇
〇
万
件
の
基
礎
年
金
番
号
へ
の
未
統
合
記
録
」
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て
は
、
漢
字
氏
名
及
び

か
な
氏
名
に
よ
る
住
基
ネ
ッ
ト
と
の
照
合
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
一
、
四
三
〇
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
厚
生
年
金
記
録
」
の
サ
ン
プ
ル
調
査
及
び
御
指
摘
の
「

三



三
六
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
船
員
保
険
記
録
」
の
サ
ン
プ
ル
調
査
に
つ
い
て
は
、
漢
字
氏
名
に
よ
る
住
基
ネ
ッ
ト
と

の
照
合
を
行
っ
て
お
り
、
か
な
氏
名
に
よ
る
住
基
ネ
ッ
ト
と
の
照
合
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

今
回
の
サ
ン
プ
ル
調
査
で
は
、
年
金
記
録
に
記
載
さ
れ
た
者
の
生
存
又
は
死
亡
の
可
能
性
等
の
把
握
を
目
的
と
し
て
お
り

、
住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
と
の
突
合
に
お
い
て
、
サ
ン
プ
ル
調
査
の
対
象
記
録
に
記
載
さ
れ
た
者
と
住
基
ネ
ッ
ト
の

本
人
確
認
情
報
の
該
当
者
と
が
同
一
人
で
あ
る
と
特
定
す
る
作
業
は
行
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
お
尋
ね
の
「
二
情
報
（
性
別
が
分
か
る
場
合
に
は
三
情
報
）
」
で
検
索
し
た
結
果
、
同
姓
同
名
者
が
い
た

場
合
は
、
す
べ
て
の
者
が
生
存
又
は
死
亡
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
特
定
で
き
た
場
合
は
、
「
住
基
ネ
ッ
ト
と
照
合
し
た
結
果

、
生
存
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
者
の
記
録
」
又
は
「
住
基
ネ
ッ
ト
と
照
合
し
た
結
果
、
過
去
五
年
以
内
に
死
亡

し
た
可
能
性
の
高
い
者
の
記
録
」
と
し
て
整
理
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
者
が
生
存
又
は
死
亡
に
分
か
れ
た
場
合
は
、
「
住
基

ネ
ッ
ト
と
照
合
で
き
な
か
っ
た
記
録
」
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
一
、
四
三
〇
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
厚
生
年
金
記
録
」
及
び
御
指
摘
の
「
三
六
万
件
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
船
員
保
険
記
録
」
に
対
応
す
る
「
旧
台
帳
年
金
記
録
」
の
内
容
の
解
明
作
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
具
体

四



的
な
実
施
方
法
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
今
後
の
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
、
四
三
〇
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
厚
生
年
金
記
録
」
及
び
御
指
摘
の
「
三
六
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
未
収
録
船
員
保
険
記
録
」
に
対
応
す
る
「
旧
台
帳
」
の
内
容
の
解
明
作
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
具
体
的
な
実
施
方
法
の

検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
今
後
の
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
末
時
点
に
お
い
て
社
会
保
険
庁
が
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
住
所

の
情
報
（
以
下
「
四
情
報
」
と
い
う
。
）
を
保
有
し
て
い
た
年
金
受
給
権
者
約
三
千
百
六
十
八
万
人
に
つ
い
て
、
当
該
年
金

受
給
権
者
に
係
る
四
情
報
を
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
情
報
処
理
機
関
（
以
下
「
指
定
情

報
処
理
機
関
」
と
い
う
。
）
に
平
成
十
八
年
四
月
に
ま
と
め
て
送
付
し
、
平
成
十
八
年
九
月
ま
で
の
間
に
、
指
定
情
報
処
理

機
関
が
、
そ
の
保
有
す
る
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
四
情
報
と
の
突
合
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
指
定
情
報
処
理
機
関
に
お
け

五



る
各
月
ご
と
の
突
合
件
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
平
成
十
八
年
四
月
以
降
に
新
た
に
年
金
給
付
を
裁
定
し

た
年
金
受
給
権
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
以
降
、
社
会
保
険
庁
が
四
情
報
を
指
定
情
報
処
理
機
関
に
毎
月
送
付

し
、
突
合
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
件
数
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
十
一
月
が
七
十
九
万
五
千
三

件
、
十
二
月
が
三
十
二
万
千
八
百
八
十
六
件
、
一
月
が
十
四
万
二
千
百
十
八
件
、
二
月
が
十
四
万
九
千
百
七
十
件
、
三
月
が

十
七
万
五
千
八
百
六
十
三
件
で
あ
る
。
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
四
月
が
十
七
万
八
千
六
百
二
十
四
件
、
五
月
が
十
六

万
九
千
四
十
二
件
、
六
月
が
十
四
万
四
千
七
百
四
十
一
件
、
七
月
が
二
十
一
万
四
百
三
十
六
件
、
八
月
が
十
七
万
七
千
八
百

八
十
三
件
、
九
月
が
十
五
万
二
百
四
十
件
、
十
月
が
十
四
万
九
千
八
百
八
十
三
件
、
十
一
月
が
十
七
万
八
千
百
六
十
五
件
で

あ
る
。

三
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
第
七
十
三
の
項
、
第
七
十
四
の
項
、
第
七
十
七
の
項
等
に
基
づ
く
別
表
省
令
第
一
条
第
七
十

六
項
第
六
号
、
第
七
十
七
項
第
六
号
、
第
八
十
項
第
十
一
号
等
を
根
拠
と
し
た
本
人
確
認
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
一
部

と
し
て
、
指
定
情
報
処
理
機
関
に
お
い
て
社
会
保
険
庁
の
保
有
す
る
四
情
報
と
本
人
確
認
情
報
を
突
合
さ
せ
る
作
業
を
行
っ

て
い
る
が
、
情
報
提
供
手
数
料
に
つ
い
て
は
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
も
っ
て
一
件
と
し
て
課
し
て
い
る
。

六



情
報
提
供
手
数
料
の
対
象
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
や
各
都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
情
報

処
理
機
関
が
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
人
確
認
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
す
べ
て
公
表
し
て
い
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
会
議
録
の
発
行
主
体
は
全
国
の
都
道
府
県
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
協
議
会

で
あ
り
、
御
指
摘
の
回
答
を
行
っ
た
主
体
及
び
会
議
録
の
原
文
を
作
成
し
た
主
体
は
、
そ
の
事
務
局
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
一
件
一
件
住
民
票
コ
ー
ド
が
特
定
で
き
た
か
ど
う
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

現
在
の
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
で
は
こ
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
第
七
十
七
の
項
で
は
、
社
会
保
険
庁
の
事
務
と
し
て
、
国
民
年
金
法
に
よ
る
被
保
険
者
に
係

る
届
出
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
定
め
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
別
表
省
令
第
一
条
第
八
十
項

七



第
一
号
に
お
い
て
「
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届
出
を
行
う
者
の
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
、
男
女
の
別
及
び
住
所
の
確
認

」
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
十
歳
に
達
し
た
者
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
未
加
入
で
あ
れ
ば
、
資
格
の
取
得
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
二
十
歳
に
達
し
た
者
は
「
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届
出
を
行
う
者
」
に
該
当
し
、

住
民
個
人
の
同
一
性
を
明
ら
か
に
す
る
事
項
の
確
認
を
含
む
住
民
の
居
住
関
係
の
確
認
を
行
う
た
め
、
本
人
確
認
情
報
の
提

供
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
十
四
歳
に
達
し
た
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

八


